
　　事後審査型一般競争入札を行うので，広島県水道広域連合企業団契約規程

　（令和５年広島県水道広域連合企業団管理規程９号）第１６条の規定により公告する。

広島県水道広域連合企業団三次事務所

所長　山　本　政　幸　

1 入札に付する事項

⑴ 設計第１７号

⑵ 十日市地区老朽管更新工事

⑶ 三次市十日市中　地内

⑷ 契約日から令和７年１２月２６日まで

⑸ 配水管布設工　N=1式

⑹ ６８，９２０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

⑺ 本件は，最低制限価格を事後公表（落札者決定後）とする。

※最低制限価格算定方法　　予定価格×０．９０（千円未満切捨て）

2 担当部署

広島県水道広域連合企業団三次事務所 電話 0824-62-6165

3 入札に参加する者に関する資格に関する事項

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

4 入札方法

公　　告

令和６年度三次市建設工事入札参加資格者名簿（水道施設工事）に記載されているランク
がAのもの。

本件入札は電子入札システムによる。（紙，ファクシミリ等による入札は認めない。）
ただし，パソコンの不調等により電子入札ができない場合，所定の手続きをとり入札最終日午後
４時までに総務部財政課契約係へ入札書及び工事内訳書をそれぞれ別封筒に入れ，割り印し
て提出すること。

　　令和７年６月６日

設計番号

工事名

施工場所

完成工期

工事内容

予定価格

最低制限価格

（案件水企５）

 三次市一般競争入札事務要領（平成１９年三次市告示第３９号）第４条の規定によるほか，次の
事項のいずれにも該当するものであること。

公共機関から水道施設工事で発注された同種工事（送配水管布設ダクタイル鋳鉄管Ｌ＝１１
５ｍ以上かつＨＰＰＥ管Ｌ＝８ｍ以上の施工）の元請施工実績を有するもの。（ダクタイル鋳鉄
管布設工事とＨＰＰＥ管布設工事が同一工事でなくても可。）

三次市水道事業漏水等緊急工事事業者に登録されているもの。

※この案件の公告日から開札日までの間のいずれの日においても三次市の指名除外措置の対
象となっていないものを参加対象とします。

市内に本社・本店を有するもの。

市税を完納しているもの。



5 入札等の日程

⑷

⑸

6 資格要件確認書類

⑴ 資格要件確認資料提出書（様式第３号）

⑵ 配置予定技術者に関する調書（様式第２号）

⑶ 企業の施工実績

7 入札保証金 免除

8 工事内訳書 入札にあたっては，入札書に記載された金額の積算内訳を添付すること。

9 落札者の決定

開札

下請負金額の総額が５，０００万円以上となる場合は，水道施設工事の特定建設業許可を有
するものとし，配置予定技術者は水道施設工事における監理技術者とする。

資格要件確認書
類の提出

事後審査資料提出依頼書
を受け取った日から，同依
頼において指定された提出
期限の日まで（休日を除
く。）
午前９時から午後３時まで

書面を持参又は電子入札システムにより提
出
（書面を提出する場合の提出場所は，三次
市総務部財政課契約係）

「３ 入札に参加する者に関する資格に関する事項(４)」に記載の施工実績を証明する書類
（コリンズの写し等）を添付すること。

令和7年6月24日（火）まで

令和7年6月25日（水）
電子入札システム
午前９時３０分から午前１０時００分

令和7年6月6日（金）から

⑵

令和7年6月20日（金）まで

質問受付期間

令和7年6月19日（木）まで

仕様書閲覧期間

令和7年6月6日（金）から

メール等により受け付ける。回答は左記に
かかわらず，随時，メール等にて行う。
（休日除く）午前９時から午後４時

令和7年6月23日（月）から

　開札手続きの終了後に、事後審査資料提出依頼書により落札候補者に対して次に掲げる資
格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて落札候補者以外の入札参加
者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。【提出された書類は返却しない。】
　提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は，当
該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。

（注）　※　休日とは，三次市の休日を定める条例第１条の休日をいう。

電子入札システム
午前９時から午後４時

入札⑶

三次市ホームページに掲載する。⑴

配置予定技術者は，入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければ
ならない。恒常的な雇用関係とは，開札日までに引き続き３か月以上の雇用関係にあること
をいう。ただし，専任配置が要件とされていない工事にあっては，恒常的な雇用関係を要し
ない。



⑴

⑵

10 契約保証金 必要

11 その他

落札候補者（最低制限価格以上の価格であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格
を提示した者をいう。）について，工事費内訳書の確認を行う。確認の結果，適格である場
合，落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類等により当該工事の入札参加資格の
審査を行い，資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定す
るものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合（※１の規定により資
格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。）は，当該入札を無効とし，以下，落札者
が決定するまで順次，無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行うもの
とする。
この場合において，無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは，これらの
者のうち，電子くじによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について，優先的に審
査及び落札者の決定を行うものとする。

※１　次のアからウのいずれかに該当する場合には，その者は資格要件を満たしていないも
のとみなし，当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。 
ア 市長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合 
イ 資格要件の確認のために市の職員が行った指示に従わない場合 
ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合

落札となるべき同価格の入札をしたものが２以上ある場合は，当該入札者の「電子くじ」によ
るくじ引きにより落札者を決定するものとする。

この工事の施工に際して，主要資材の購入又は，やむを得ず工事の一部（主体的部分を除
く。）を第三者に請け負わせようとする場合は，極力三次市内に主たる本店・営業所を有する
業者に発注するものとする。


